
                               

                               

                               

                               

                               

体は細⻑く平たい。全⻑１ｍを超える。⾁⾷性
で、⼩⿂や甲殻類などを⼤きな⼝で捕⾷する。

やまがたの海水魚「スズキ」 

Ｎｏ．３７６

平成２５年 

７月２６日号 広  報 

～ 町営住宅入居者募集 ～ 
▼募集／１戸（町営住宅舟形団地１号棟２階１号室） 

▼〆切／８月２日（金）正午 

▼入居資格／次の全てに該当する方 

①同居親族がある方 ②住宅に困窮している方 ③年間給与所得等から各種控除額を差引いた額の1/12

が15.8万円以下の方 ④税及び公共料金の滞納がない方 ⑤申込者及び同居者が暴力団員でない方 

▼家賃／12,500 ～ 18,600 円（所得などにより） 

▼敷金／家賃の３ヵ月分 

▼規模及び構造／和室（６畳２室・４．５畳１室）・台所・便所・風呂・洗面所 

▼持込用品／ガスレンジ・照明器具など 

▼申込み方法／地域整備課生活環境班に準備してある指定用紙にご記入の上、申込みください。 

▼問い合わせ／舟形町地域整備課生活環境班 ☎（３２）２１１１（内線４４１） 

役場本庁舎出入り口の変更について
  

役場耐震補強工事に伴い、８月１日から役場本庁舎の出入り口が変更となります。 

ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

 

また、工事期間中は課の場所の移動や工事による騒音等、 

みなさんにご迷惑をおかけすることになりますが、併せて 

ご理解とご協力をお願いします。 

《見取り図》 

▼問い合わせ／舟形町総務課財政管財班 

       ☎（32）2111（内線242）
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▼
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／
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▼
日
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／
８
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土
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４
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▼
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／
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／
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介
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 あいさつシリーズを今年度もよろしくお願いします。 

 「お知らせ版」平成 25 年 1 月 25 日号で「どのご家庭

でも、家族みんながあいさつを交わす」ことをお願いし

ました。 

 さて、平成25年度に入り、ほほえみ保育園と舟形小学

校では「あいさつ」を目標に掲げました。舟形中学校で

は伝統のすばらしいあいさつをしっかりと受け継いでい

ます。 
 
      
 
  

…あいさつ。
 
子どもたちと一緒に、大人も心掛けましょう。 

 
▼問い合わせ／舟形町教育委員会 ☎（３２）２３７９ 

シリーズNo.６ 

 

 

今年も母校の舟形中
学校を会場に開催され
ます。 
 

▼期日／8月14日(水) 
▼場所／舟形中学校 
▼問い合わせ／ 
舟形町中央公民館 
☎（３２）２２４６ 

多重債務相談窓口 
 お気軽に相談ください。 

▼受付／月～金 

  午前8時30分～ 

午後5時15分 

▼場所／山形財務事務所 

▼相談専用ダイヤル／ 

☎０２３（６４１）５２０１

建退共制度は、建設現場労働者の福祉の増
進と建設業を営む中小企業の振興を目的として
設立した退職金制度です。掛金は事業主が労働
者の働いた日数に応じて負担（国が一部助成）
します。 

▼問い合わせ／建退共山形支部  
☎０２３（６３２）８３６４ 

▼加入できる事業主：建設業を営む方 
▼対象となる労働者：建設業の現場で働く方 
▼掛金：日額310 円 

あ い さ つかるく つでも きに なぐ 



はい 

はい

はい 

 

 
 

■今年度の介護保険料が決定し、通知書を郵送いたしました。 

今年度も、介護保険料の納付についてよろしくお願いします。 

保険料の決定段階を下記のフローチャートで確認できます。 
 
 
    
    
   基準① 
 
                      
 

基準②   

                          
 
 

 基準④                         基準③           

                                

                           

              
   

 基準⑤         基準⑥       

                                 

 
                                  

 

 

 基準⑦             基準⑧ 

              

  

         基準⑨        
                     

 

 
 

                      

                          

 
 

※基準②：老齢福祉年金を受給している。 

※基準④：住民税を収めている。 

前年の年金収入が 148 万円以上あると住民税を納めることになりますが、他の収入があったり家族を

扶養している場合等で変わりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。 

※基準⑤：同じ世帯に住民税を納めている方がいる。 

      自分は住民税を納めていないが、同世帯に子や孫等、住民税を納めている方がいる。 

 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 

所得

段階
対 象 者 年間保険料 

第１

段階

生活保護を受けている方、老齢

福祉年金の受給者で世帯全員

が住民税非課税の方 

３０，０００円

(基準額×０.５) 

第２

段階

世帯全員が住民税非課税で、課

税対象となる年金収入額＋合

計所得金額が８０万円以下の

方 

３０，０００円

(基準額×０.５) 

第３

段階

世帯全員が住民税非課税で、第

２段階に該当しない方 

４５，０００円

(基準額×０.７５)

特例

第４

段階

世帯に住民税課税者がおり、本

人は住民税非課税の方で、課税

対象となる年金収入額＋合計

所得金額が８０万円以下の方 

５４，０００円

(基準額×０.９) 

第４

段階

本人は住民税非課税で、世帯に

住民税課税者がいる方で、特例

４段階以外の方 

６０，０００円

基準額 

第５

段階

本人が住民税課税で、合計所得

金額が１２５万円未満の方 

６９，０００円

(基準額×１.１５)

第６

段階

本人が住民税課税で、合計所得

金額が１２５万円以上 

１９０万円未満の方 

７５，０００円

(基準額×１.２５)

第７

段階

本人が住民税課税で、合計所得

金額が１９０万円以上４００

万円未満の方 

９０，０００円

(基準額×１.５) 

第８

段階

本人が住民税課税で、合計所得

金額が４００万円以上の方 

１０２，０００円

(基準額×１.７) 

 

前年の合計所

得金額＋課税

年金収入額が

８０万円以下 

前年の合計所得金額

が１２５万円未満 
前年の合計所得

金額が４００万

円以下 

同じ世帯に住民

税を納めている

方がいる 

前年の合計所得金額

＋課税年金収入額が

８０万円以下 

住民税を納めている 

老齢福祉年金を受給している

生活保護を受給している はい 

いいえ 
はい 

いいえ

前年の合計所得金額

が１２５万円以上

１９０万円未満 

介護保険は、支えあいの制度です。国や都道府県、市区町村が負担する「公費」と、み
なさんが納める「介護保険料」及びサービス利用者の１割負担金を財源として運営されて
います。 

介護保険のサービスが必要になったとき、安心して利用できるように保険料は納め忘れ
のないようにしましょう。 
（保険料を納めないでいると、利用者負担の増などの措置がとられる場合があります。） 

はい 

いいえ
はい いいえ 

はい 

いいえ

はい 

いいえ

いいえ

いいえ 

いいえ

▼問い合わせ／舟形町税務福祉課健康介護班 
      ☎（３２）２１１１（内線３５４）

スタート 



                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

○まちづくりにあなたの声を 

 みなさんからのご意見やご提案をこれからのまちづくりに生か

していきたいと思っています。 

 みなさんが日頃から考えていることや、疑問に感じていること、

ふと思いついたことなどを気軽にお聞かせください。 

○「広報ふながた」を活用しよう 

 みなさんの知りたい情報や伝えたい情報、身近なちょっといい話

など何でもお寄せください。また、会員募集、サークルなどの情報

も募集しています。 

みなさんの情報ステーションとしてどんどん利用してください。

【方法】 

・P4 の封筒に必要事項を書き、のりとハサミで組み立てます。 

・P5 の便せんに「あなたの声」を書きます。 

・便せんを封筒に入れ、封をしてポストに投函します。 

※お寄せいただいたお便りの内容は、できる限り広報誌上で紹介さ

せて頂きます。ただし、無記名でのお便りは掲載いたしません（記

名の上での匿名希望はＯＫ）。また、政治・宗教・営業行為、個人

を誹謗中傷する内容についてはご遠慮ください。 

○電子メールでも受け付けています。 

電子メールによる受付も行なっています。どうぞご利用ください。 

kikakupr@town.funagata.yamagata.jp 
▼問い合わせ／舟形町まちづくり課企画調整班 ☎（32）2111（内線 313）



                                  

                                  

                                  

                                  

                                  



                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

舟形町舟形２６３ 

舟形町役場まちづくり課 

差出有効期間 

平成26 年3月

31 日まで 

封筒の作り方 

①外線に沿って切り取る 

②重なった部分にのりづけ 

③封筒の出来上がり 

料金受取人払郵便

 新庄支店承認 



 



7 月 5 日 七夕かざり 

願いが叶いますように 

 

  にこにこ通信 
                            平成 25 年 7 月発行 第 63 号 

                          

      猛暑に備えよう！        

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                        

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
舟形町子育て支援センターみらい☎（32）0232 

   子育て支援センター「みらい」 8 月の日程表  
日 月 火 水 木 金 土 

 
   1 2 

3 

4 
5 6 7 8 

午前閉館 

9 
10 

11 
12 

13 
14 

遊びの広場

15 

お話広場 

16 
17 

18 
19 20 21 22 23 

24 

25 
26 27 

午後閉館 

28 

遊びの広場

29 30 
31 

☆土曜日・日曜日・祭日 ○印は休館日になります。 

☆13 日はお盆のために休館します。27 日は乳幼児健診のために午後閉館となります。 

 

［ご利用について]   特別な場合を除いて月曜日から金曜日まで開館しています。 

 

①育児相談（来所・電話）…午前 8 時 30 分～午後 4 時 30 分  

②遊びの場としての利用  …午前 9 時 30 分～11 時 30 分・午後 3 時～4 時 30 分 

●第２・４水曜日は｢遊びの広場｣ …親子で楽しめる簡単な製作を用意しています。 

●第３木曜日は「お話広場」 ………絵本の読み聞かせと楽しい手遊びを行います。 

※「遊びの広場」「お話広場」は午前１０時から 

③ふれあい育児の広場 ……親子それぞれの交流ができる広場です。 

8 月 8 日（木） 親子クッキング 

午前 10 時 保健センターに集合 

テレビなどで発表される最高気温は、

芝生の上 1.5m の高さでファン付きの

装置の中で測定した温度です。 

 舗装された地面の近くや直射日光の

当たる所では、発表された気温よりぐっ

と高くなる場合があります。屋外では、

日陰を選んで歩いたり、帽子や傘を使用

して暑さ対策をしましょう。 

 

  子育てアドバイス!! 

                           明橋大二 日めくり子育てカレンダーより 

 

 

    自立のために「甘えさせる」ことは大切です。 

○「甘えさせる」…抱っこなどの情緒的な要求を受け入れること、 

子どもができないことを手助けしてあげること。 

×「甘やかす」  …物質的な要求をそのまま受け入れたり、子どもが 

できることにも大人が手をかけてしまうこと。 

    

10 歳までは、しっかり甘えさせる。 
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